
 

 

 

 

新型コロナウイルス 

感染対策指針 

  



新型コロナウイルス 

５類感染症への引き下げによる変更点 

    従来 改正後（５月８日～） 

感
染
予
防
行
動 

マスク 屋外不要、屋内着用 個人の選択を尊重し、個人の判断が基本 

手洗い 

共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後などは必

ず手洗い・手指消毒 

換気 定期的な換気の励行 今まで以上に換気を実施 

消毒 引き続き実施 

感
染
者
対
応 

感染者 

５日間の行動制限 

外出自粛 

感染症法による外出自粛なし 

学校保健安全法により、発症後５日経過

かつ解熱後１日以上経過後に登校可能 

ただし、発症後 10 日間はウイルスを排

出するリスクがあるので、不織布マスク

着用の上、ハイリスクには近づかない 

感染者

家族 

５日間の外出の自粛 

感染対策の徹底、こまめな健康観察 

２日目および３日目に

抗原定性検査キットで

陰性を確認できた場合

は３日目から外出可 



からふる・ぶらんしゅで実施している感染対策 

 

実施している感染予防対策 

職員・利用児の定期的な体温測定、健康状態確認 

手洗い・手指消毒・マスクの着用 

所内の消毒・掃除 

送迎車・所内の換気（最低 30 分毎に５分間） 

食事介助・医療ケア時の防護具の着用 

トイレ介助時の手袋着用・使用後の消毒 

密にならない様に配慮 

使用した物品の洗濯、消毒 

  

◎利用中の児童に発熱や感染症が疑われる症状が現れたとき

は、該当児童を隔離し、保護者にお迎えを依頼させていただき

ます。 

◎職員・家族・接触者に感冒症状が認められた際は、抗原検査

を実施し当人の陰性を確認した上で支援に従事しています。 

 

  



感染予防対策（詳細版） 

 

利用児さんに関すること 職員に関すること 

乗車前の体温、健康状態確認 出勤前の体温確認 

登所、退所時体温測定 出勤時手洗い、うがい 

利用中の健康状態観察 朝の消毒：消毒チェック表に沿って

実施 

1 日利用児は昼体温測定 換気（最低：30 分おきに 5 分間、

または常時） 

可能な範囲でのマスクの着用 トイレでオムツ交換後床マットは

毎回消毒後拭く 

利用児同士の間隔をあける 手洗い（外出から戻ったあと、不潔

介助後） 

送迎車の換気（窓をあける） 食事用テーブルは消毒後使用 

外出後の手洗い 食事介助前手洗い（注入含む）、介

助時のガウン・フェイスシールドの

着用 

食事前・トイレ介助後の手洗い・手

指消毒 

吸引時ビニールエプロン、手袋、フ

ェイスシールドの着用 

食事は同一方向を向いて摂取 オムツ交換時手袋着用 



タオル・布団は利用児毎に使用し、

使用後は洗濯・消毒 

使用した物品の消毒（ホワイトボー

ドマーカー・持ち物チェックリス

ト・洗濯ばさみ） 

利用児さんに発熱や感染症が疑わ

れる症状が現れたときは、該当児童

を隔離し、保護者にお迎えを依頼す

る。 

昼の消毒：朝と同様に実施 

  休憩時間に時間差を設ける 

  昼、退勤時検温 

  タオル、布団は利用児毎にして利用

し、利用後は洗濯消毒する。 

  食器洗いスポンジの熱湯消毒、使用

した食器の消毒 

  嘔吐キットを活動室と送迎車に設

置 

 


